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第３章 共通仮設 

 

第１節 適  用 

１．本章は、各工事において共通的に使用する汚濁防止膜工について適用するものとする。 

２．本章に特に定めのない事項については、第２章材料の規定によるものとする。 

 

第２節 汚濁防止膜工 

３－２－１ 一般事項 

本節は、汚濁防止膜工として水質汚濁防止膜の設置・管理・撤去について定めるものとする。 

３－２－２ 水質汚濁防止膜 

１．受注者は、設計図書の定めにより、水質汚濁防止膜を設置するものとする。 

２．受注者は、汚濁防止膜の設置及び撤去時期を事前に監督職員に通知しなければならない。 

３．受注者は、設計図書の定めにより、汚濁防止膜の枠方式を使用するものとする。 

４．受注者は、設計図書の定めにより、汚濁防止膜に灯浮標又は標識灯を設置するものとする。 

５．受注者は、汚濁防止膜の設置期間中は適切な保守管理を行わなければならない。なお、受注者は、設

計図書に保守管理の定めがある場合は、それに従わなければならない。 

 


